
訪問看護ステーション ジョジョ 運営規程 

（事業の目的） 

第１条 この規程は、(株)ＴＨＳ＆ＥＫ（以下「事業者」という。）が設置運営する訪問

看護ステーション ジョジョ（以下「事業所」という。）が行う指定訪問看護・介護予

防訪問看護事業（以下「サービス」という。）の適正な運営を確保するために人員及び

管理運営に関する必要な事項を定め、利用者に対する適正なサービスを提供することを

目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 事業所は、利用者が可能な限り居宅において、健康の段階に応じた看護及びそ

の能力を充分に発揮できる日常生活が営めるようサービスを提供する。 

２ 地域との結び付きを重視し、市町村、他の居宅サービスの事業所、その他の保健医

療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。 

 

（事業所の名称及び所在地） 

第３条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

(1) 名 称  訪問看護ステーション ジョジョ 

(2) 所在地 富山市藤木 1542-1 

 

（従業者の職種、員数及び職務の内容） 

第４条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。 

(1) 管理者 １名（常勤） 

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

(2) 看護師等 

看護師及び准看護師 ２名以上（常勤・非常勤） 

看護師等は、訪問看護・介護予防訪問看護計画及び訪問看護・介護予防訪問看護報告書

を作成し、サービスの提供にあたる。 

 

（営業日及び営業時間） 

第５条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、８月１３日から８月

１６日及び１２月２９日から１月３日までを除く。 

(2) 営業時間 午前９時から午後５時までとする。 

(3) 営業日外及び営業時間外の要望がある場合も対応可能。（応相談） 

 



（サービスの内容） 

第６条 サービスの内容は、次のとおりとする。 

(1) 病状・障害の観察 

(2) 清拭・洗髪などによる清潔の保持 

(3) 食事及び排泄など日常生活の世話 

(4) 褥瘡の予防・処置 

(5) リハビリテーション 

(6) ターミナルケア 

(7) 認知症利用者の看護 

(8) 精神・神経疾患利用者の看護 

(9) カテーテル等の看護 

(10) 療養生活や介護方法についての指導・相談業務 

(11) その他、医師の指示による医療処置 

(12) 精神科領域に関わる訪問看護業務 

  

（利用料、その他の費用） 

第７条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものと

し、法定代理受領サービスであるときは、利用者の所得に応じて重要事項説明書の記載

によるものとする。 

２ キャンセル料について、利用予定日の前日までに申し出があった場合は無料とし、

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合には、実費相当額を徴収する。 

３ 死後の処置料は、12,000 円とする。 

４ 費用の支払いを受ける場合には、利用者、利用者の後見人、利用者の家族及び身元

引受人（以下「利用者の家族等」という。）に対して事前に文書で説明をした上で、同

意を得る。 

 

（事業の実施地域） 

第８条 通常の事業の実施地域は、次のとおりとする。 

富山市（藤の木校区、新庄校区、新庄北校区、広田校区、針原校区、山室中部校区、山

室校区、東部校区）、舟橋村舟橋校区、立山町利田校区 

上記以外は応相談 

 

（内容及び手続きの説明及び同意） 

第９条 事業所は、利用者、利用者の家族等に対して、サービスの内容及び手続き等重

要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利

用者の同意を得る。 



（身体拘束・虐待の禁止） 

第１０条 事業所は原則として身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わない。

ただし、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するための緊急やむを得ない場合

はこの限りではない。その場合は利用者の家族等に十分な説明を行い同意を得ると共に、

その態様および期間、その際の利用者の心身の状況並びにやむを得ない理由及び経過に

ついて記録する。 

２ 事業所は、従業者への教育を徹底するとともに、いかなる場合においても利用者に

対する虐待行為は行わない。 

 

(秘密の保持) 

第１１条 事業所及びその従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者、利用者の

家族等の秘密を洩らさない。 

２ 事業所は、事業所の従業者が退職後、在職中知り得た利用者、利用者の家族等の秘

密を洩らすことがないよう必要な措置を講じる。 

３ 事業所は、県、市町村や医療機関等に対し利用者、利用者の家族等に関する情報提

供の必要がある場合には、必要な情報を提供する。 

 

（個人情報の保護） 

第１２条 事業所は、事業所は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の個人情報

については、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）その他関係法令

等を遵守し、適正に取り扱うものとする。 

 

（苦情等への対応） 

第１３条 利用者、利用者の家族等は、事業所が提供する介護サービス等に相談や苦情

がある場合、いつでも重要事項説明書に記載の苦情受付窓口に問合せ及び苦情を申し立

てることができる。その場合、事業者は苦情対応マニュアルに基づき、すみやかに事実

関係を調査するなど、迅速かつ適切に対応し、サービスの改善及び向上に努める。 

２ 事業所は、利用者、利用者の家族等から相談及び苦情申し立てがなされたことをも

って、利用者に対して不利益、差別的な扱いをしない。 

３ 事業所は、提供したサービスに関して、市町村等からの質問・照会・文書の提供等

に応じ、苦情に関する調査に協力する。なお、県、市町村等からの指導又は助言を得た

場合は、それに従い必要な改善を行う。 

 

(事故発生時の対応及び損害賠償) 

第１４条 事業所は、利用者に対するサービスの提供にあたって事故が発生した場合は、

すみやかに利用者の家族等、必要に応じて県及び市町村に報告を行うとともに必要な措



置を講じる。 

２ 事業所は、サービス提供にあたって故意又は過失により、利用者に与えた損害に対

し、事業者は責任を負う。その損害賠償内容については、双方協議の上これを定める。

ただし、利用者に故意又は過失が認められ、かつ利用者の置かれた心身の状況を斟案し

て相当と認められる場合には、損害賠償額を減ずることができる。 

３ 事業所は、自己の責めに帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負わない。とり

わけ以下の各号に該当する場合には、事業所は損害賠償責任を負わない。 

(1) 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれ

を告げず、又は不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合 

(2) 利用者が、サービスの提供のため必要な事項に関する聴取、確認に対して故意にこ

れを告げず、又は不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合 

(3) 利用者の急激な体調の変化等、事業者が提供したサービスを原因としない事由に専

ら起因して損害が発生した場合 

(4) 利用者が、事業者及びサービス従業者の指示・依頼に反して行った行為に専ら起因

して損害が発生した場合 

 

（衛生管理） 

第１５条 事業所は、サービスに使用する備品・器具等の清潔保持に努め、定期的に消

毒を実施する等、常に衛生管理に留意する。 

２ 事業所は、従業者に対して衛生管理及び感染症、その他必要な知識及び技術の習得

をさせる。 

 

（記録の整備） 

第１６条 事業所は、利用者に対するサービスの提供に関する記録を整備し、その完結

日から５年間保存する。 

２ 事業所は従業者、設備、備品及び会計に関する諸帳簿を整備する。 

３ 利用者、利用者の家族等は、事業所に対し第１項の記録の閲覧・複写を求めること

ができる。 

 

（緊急時等における対応方法） 

第１７条 看護師等は、訪問看護・介護予防訪問看護を実施中に、事故又は病状に急変

等の緊急事態が生じたときはすみやかに主治医に連絡し指示に従うとともに家族、担当

の居宅介護支援事業者に連絡を行う。 

 

（非常災害時の対応） 

第１８条 事業所は非常災害時に備え、定期的に防災訓練を行う。  



（ハラスメントの防止・対応） 

第１９条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場における各種ハ

ラスメントを防止するために必要な措置を講じる。 

２． 事業所は、従業員が利用者、利用者の家族等からハラスメントを受け、相当と認

められる場合や利用者、利用者の家族等が事業所の指示に従わない場合は、サービスの

提供を制限することができる。 

 

（その他運営についての重要事項） 

第２０条 事業所は、看護師等の質的向上を図るための研修の機会を設けるものとする 

２ 事業者は、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。 

３ この規程に定めるもののほか、事業の運営に関する重要事項は、事業者が定めるも

のとする。 

 

附 則 

この規程は、平成 24年 6月 1日から施行する。 

変更 

この規定は、令和 4年 4月 1日から施行する。 

この規定は、令和 4年 5月 30日から施行する。 


